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(57)【要約】
　マルチローター風力タービンにおいてエネルギー発生
ユニットの風力タービンコンポーネントを据付け又は撤
去する方法が開示される。マルチローター風力タービン
は、１つ以上の荷重支持構造体を支持するように構成さ
れるタワーを備え、各荷重支持構造体は、荷重支持構造
体の端部において又は端部に近接してタワーの両側に配
置される少なくとも２つのエネルギー発生ユニットを支
持するように構成される。本方法は、荷重支持構造体の
端部において風力タービンコンポーネントを配置又は移
動する前に、荷重支持構造体を上下に傾動しないように
固定することを含み、それにより、風力タービンコンポ
ーネントの配置又は移動により生じる不均衡によって発
生する荷重を低減する。固定は、圧縮バー、テザー又は
カウンターウェイトの使用によって実現することができ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチローター風力タービンにおいてエネルギー発生ユニットの風力タービンコンポー
ネントを据付け又は撤去する方法であって、前記マルチローター風力タービンは、１つ以
上の荷重支持構造体を支持するように構成されるタワーを備え、各荷重支持構造体は、第
１の端部と第２の端部との間で伸張しており、各荷重支持構造体は、前記荷重支持構造体
の前記第１の端部及び前記第２の端部において又は該第１の端部及び該第２の端部に近接
して前記タワーの両側に配置される少なくとも２つのエネルギー発生ユニットを支持する
ように構成され、前記荷重支持構造体は、随意にヨー機構を介して前記タワーに取り付け
られ、それにより、前記荷重支持構造体は、前記タワーの周りにヨー運動することができ
るようになっており、該方法は、
　前記荷重支持構造体を上下に傾動しないように固定することと、
　その後、前記荷重支持構造体の前記第１の端部又は該第１の端部の近位において、前記
風力タービンコンポーネントを配置又は移動することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記方法は、前記マルチローター風力タービンを組み立てることを含むとともに、前記
荷重支持構造体を固定する前に、前記タワー及び前記荷重支持構造体を組み立てることを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記荷重支持構造体の端部を１つ以上のケーブ
ルによって繋ぎ止めることを含み、前記風力タービンコンポーネントを配置する場合は、
前記荷重支持構造体を前記第２の端部又は該第２の端部の近位において繋ぎ止め、前記風
力タービンコンポーネントを移動する場合は、前記荷重支持構造体を前記第１の端部又は
該第１の端部の近位において繋ぎ止める、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ケーブルは、前記荷重支持構造体に取り付けられる第１のケーブル端部と、アンカ
ー部材又は地面に固定される反対側の第２のケーブル端部との間で伸張する、請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記荷重支持構造体の端部の近位にカウンター
ウェイトを取り付けることを含み、前記風力タービンコンポーネントを配置する場合は、
前記カウンターウェイトは前記第２の端部又は該第２の端部の近位に取り付けられ、前記
風力タービンコンポーネントを移動する場合は、前記カウンターウェイトは前記第１の端
部又は該第１の端部の近位に取り付けられる、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項６】
　前記カウンターウェイトは、調整可能な質量を有する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記カウンターウェイトを取り付けることは、前記荷重支持構造体の前記端部又は該端
部の近位に取り付けられるバラストタンクに液体を汲み入れることを含む、請求項５又は
６に記載の方法。
【請求項８】
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記荷重支持構造体の端部の近位にバルーンを
取り付けることを含み、前記バルーンは、前記風力タービンコンポーネントを配置する場
合は、前記第１の端部又は該第１の端部の近位に取り付けられ、前記風力タービンコンポ
ーネントを移動する場合は、前記第２の端部又は該第２の端部の近位に取り付けられる、
請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記荷重支持構造体の端部と地面との間、又は
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、前記荷重支持構造体の前記端部と前記タワーの下部との間に、圧縮バーを取り付けるこ
とを含み、前記圧縮バーは、前記風力タービンコンポーネントを配置する場合は、前記第
１の端部又は該第１の端部の近位に取り付けられ、前記風力タービンコンポーネントを移
動する場合は、前記第２の端部又は該第２の端部の近位に取り付けられる、請求項１～８
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記風力タービンコンポーネントを配置又は移
動する間、前記荷重支持構造体を前記タワーに締結することを含む、請求項１～９のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記風力タービンコンポーネントを配置又は移
動する間、前記荷重支持構造体と前記タワーとの間にスペーサー部材を配置することを含
む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記風力タービンコンポーネントは、ナセル、ローター、風力タービンブレード、ハブ
、発電機、駆動系又はギア機構の群のうちの少なくとも１つを含む、請求項１～１１のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記風力タービンコンポーネントを配置することは、前記風力タービンコンポーネント
を所定位置まで吊り上げるとともに、前記風力タービンコンポーネントを前記荷重支持構
造体に取り付けることを含む、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記吊り上げることは、クレーンによって及び／又は前記荷重支持構造体に取り付けら
れるケーブルによって行われる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記固定は、前記荷重支持構造体の前記第１の端部と反対側の前記第２の端部又は該第
２の端部の近位において第２の風力タービンコンポーネントを配置又は移動する間、少な
くとも部分的に維持される、請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記マルチローター風力タービンは、少なくとも、前記タワー上で前記第１の荷重支持
構造体よりも下側の位置にある第２の荷重支持構造体を備え、前記第１の荷重支持構造体
の前記端部又は該端部の近位において前記風力タービンコンポーネントを配置する前に、
まず、荷重支持構造体のうちの一方を、他方の前記荷重支持構造体と異なる回転位置まで
ヨー運動させる、請求項１～１５のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチローター風力タービンにおいてエネルギー発生ユニットの風力タービ
ンコンポーネントを据付け又は撤去する方法に関する。マルチローター風力タービンは、
１つ以上の荷重支持構造体を支持するように構成されるタワーを備え、荷重支持構造体は
、荷重支持構造体の端部においてタワーの両側に配置される少なくとも２つのエネルギー
発生ユニットを支持するように構成される。
【背景技術】
【０００２】
　風力タービンは、通常、１つ以上のエネルギー発生ユニットを備え、各ユニットは、ナ
セルと、複数の風力タービンブレードを伴うローターと、例えば、発電機、ギア機構、駆
動系、熱交換器等の他の風力タービンコンポーネントとを備える。風が風力タービンブレ
ードに作用することにより、ローターを回転させる。ローターの回転運動は、ギア機構を
介して、又はいわゆるダイレクトドライブ型の風力タービンの場合には直接、発電機に伝
達される。発電機において、電気エネルギーが発生し、この電気エネルギーは、電力網に
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供給することができる。
【０００３】
　一部の風力タービンでは、１つの非常に大型の、ひいては大重量のローターを風力ター
ビンに設ける必要なく、風力タービンによって生成される総電力を増加させるために、２
つ以上のエネルギー発生ユニットが設けられる。このような風力タービンは、「マルチロ
ーター風力タービン」と呼ばれる。
【０００４】
　マルチローター風力タービンにおいて、エネルギー発生ユニットは、タワー構造体に接
続された荷重支持構造体によって支持される。したがって、エネルギー発生ユニットのう
ちの少なくともいくつかは、タワー構造体に直接取り付けられておらず、重心が、タワー
構造体によって規定される長手軸に対してずれている場合がある。一般に、ローターは、
ローター直径が大きいほど、タワー軸に対してより遠位にずれている。風が、このように
取り付けられたローターに作用する場合、スラスト力が発生し、このスラスト力によって
、荷重支持構造体に負荷が加わり、場合によっては荷重支持構造体とタワー構造体との間
の接続点においても負荷が加わる。
【０００５】
　マルチローター風力タービンの安定性を確実にするために、エネルギー発生ユニットは
、タワー軸の周りで対称に配置される。なぜなら、このように配置しなければ、ユニット
の重量によって、所望しない非常に大きな曲げモーメントがタワーに加わることになるか
らである。
【０００６】
　同様に、こうした不均衡によって、所望しない非常に大きな負荷が、ローターを風上に
向けるためのヨー機構に加わることになる。
【０００７】
　しかしながら、例えば、風力タービンの組立て中、全てのナセル及び風力タービンコン
ポーネントが所定位置にない場合、又は、保守作業中、発電機若しくはギア機構等の風力
タービンコンポーネントが修理のために撤去若しくは交換される場合、風力タービンタワ
ーにかかる重量の均衡を常に取ることができるとは限らない。したがって、ヨー機構及び
特に風力タービンタワーは、こうした非対称な重量分布によって発生する荷重を考慮して
寸法決めされる必要がある。いくつかの風力タービンに関して、これらの荷重は、タワー
の主要な寸法決めパラメーターである場合もあり、風力タービンの通常動作時に十分な剛
性及び強度を有するためにタワーに必要なタワー寸法に比べて、大幅に増大したタワー寸
法が必要となる場合がある。タワーの剛性及び強度は、例えば、タワーの壁厚及び／又は
必要な補強材の量を増大させることによって高めることができるが、通常は、これにより
、材料使用量及び費用が相応に増大する。
【０００８】
　ローターのサイズが全体的に大型化するにつれ、任意の欠如している風力タービンコン
ポーネントによってタワー及びヨー機構に誘発される負荷も増大する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の実施の形態の目的は、マルチローター風力タービンの組立て又は保守時に、風
力タービン構造体における負荷を低減する方法を提供することである。
【００１０】
　本発明の実施の形態の更なる目的は、費用対効果がより高い、マルチローター風力ター
ビンを組み立てる、少なくとも部分的に分解する又は保守する方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の態様によれば、本発明は、マルチローター風力タービンにおいてエネルギー発生
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ユニットの風力タービンコンポーネントを据付け又は撤去する方法であって、マルチロー
ター風力タービンは、１つ以上の荷重支持構造体を支持するように構成されるタワーを備
え、各荷重支持構造体は、第１の端部と第２の端部との間で伸張し、各荷重支持構造体は
、荷重支持構造体の第１の端部及び第２の端部において又は第１の端部及び第２の端部に
近接してタワーの両側に配置される少なくとも２つのエネルギー発生ユニットを支持する
ように構成され、荷重支持構造体は、随意にヨー機構を介してタワーに取り付けられ、そ
れにより、荷重支持構造体は、タワーの周りにヨー運動することができるようになってお
り、本方法は、
－　荷重支持構造体を上下に傾動しないように固定することと、
－　その後、荷重支持構造体の第１の端部又は第１の端部の近位において、風力タービン
コンポーネントを配置又は移動することと、
を含む、方法を提供する。
【００１２】
　本発明の第１の態様に係る方法は、マルチローター風力タービンにおいてエネルギー発
生ユニットの風力タービンコンポーネントを据付け又は撤去すること、すなわち、例えば
、風力タービンの組立て時にコンポーネントを据え付けること、又は、修理若しくは保守
時にコンポーネントを撤去する若しくは取り替えることに関するものである。据付け又は
撤去は、風力タービンコンポーネントを配置又は移動（すなわち、完全に又は一部を除去
）することを含む。
【００１３】
　これに関して、「マルチローター風力タービン」という用語は、１つのタワー構造体に
取り付けられる２つ以上のローター又はエネルギー発生ユニットを備える風力タービンを
意味するように解釈されるものとする。荷重支持構造体は、２つ以上のエネルギー発生ユ
ニットを支持するとともに、マルチローター風力タービンのタワーに接続されるように構
成される。したがって、荷重支持構造体は、２つ以上のエネルギー発生ユニットとタワー
構造体との間の接続部を形成し、エネルギー発生ユニットの支持に関連する荷重に対処す
ることができる。
【００１４】
　エネルギー発生ユニットは、タワー構造体に対して力及び荷重の均衡を取るために、荷
重支持構造体の端部において又は端部に近接してタワーの両側に配置される。エネルギー
発生ユニットは、例えば、タワー構造体から最も遠位に構成される、荷重支持機構の末端
部に配置することができる。
【００１５】
　荷重支持機構は、随意にヨー機構を介してタワーに取り付けられ、それにより、荷重支
持構造体は、タワー構造体に対してヨー運動を行うことができるようになっており、した
がって、エネルギー発生ユニットのローターを風上に向けることができる。ヨー機構は、
荷重支持機構とタワーとの間に配置されることが好ましい。ヨー機構は、代替的に又は加
えて、タワーの更に下方で基礎（例えば、浮体式基礎等）により近接して、又は、２つの
荷重支持構造体間に配置してもよい。これにより、荷重支持構造体は、タワーの別の部分
及び／又は地面に対してヨー運動を行うことが可能になる。このヨー運動は、任意に、タ
ワーの一部とともに行うことができる。
【００１６】
　本文脈において、「エネルギー発生ユニット」という用語は、風のエネルギーを電気エ
ネルギーに実際に変換する風力タービンの部分を意味するように解釈されるものとする。
したがって、各エネルギー発生ユニットは、通常、１組の風力タービンブレードを支持す
るローターと、発電機とを備える。エネルギー発生ユニットは、ローターと発電機と駆動
系とを相互接続するギア機構を更に備えることができる。発電機と、場合によってはギア
機構とは、ナセルの内部に配置することができる。
【００１７】
　エネルギー発生ユニットの風力タービンコンポーネントは、エネルギー発生ユニットの
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一部又は全部をなすことができる。風力タービンコンポーネントは、例えば、ローターの
一部又は全部を伴う又は伴わないナセル、風力タービンブレード、発電機、駆動系、ギア
機構、熱交換器等とすることができる。
【００１８】
　本文脈において、「タワー」又は「タワー構造体」という用語は、マルチローター風力
タービンのエネルギー発生ユニットを、少なくとも部分的に１つ以上の荷重支持構造体を
介して支持するように構成される、実質的に鉛直な構造体を意味するように解釈されるも
のとする。１つ以上のエネルギー発生ユニットがタワー構造体に直接取り付けられること
は排除されない。タワーは、タワー構造体を形成するように組み付けられる複数のタワー
セグメントを備えることができる。タワーセグメントは、例えば、ねじ又はボルトを用い
て可逆的に組み付けることもできるし、例えば、溶接等によって不可逆的に組み付けるこ
ともできる。代替として、タワー構造体は、コンクリートから製造することができ、例え
ば、コンクリート材料に含まれる繊維、又は、例えば、タワー構造体内部に配されるワイ
ヤによって強化することができる。
【００１９】
　単一のタワー構造体に、上述した種類の荷重支持構造体を２つ以上取り付けることがで
きることは排除されない。この場合、荷重支持構造体は、有利には、タワー構造体の長さ
に沿って上下に並べて配置することができる。
【００２０】
　本発明の第１の態様の方法によれば、まず、荷重支持構造体を上下に傾動しないように
固定する。次に、荷重支持構造体の第１の端部又は第１の端部の近位において、風力ター
ビンコンポーネントを配置又は移動する。
【００２１】
　風力タービンコンポーネントを配置又は移動する際、荷重支持構造体を固定することに
より、タワーの一方の側での風力タービンコンポーネントの配置又は移動によって生じる
不均衡の低減又は防止が実現されることが有利である。これにより、こうした不均衡によ
って特にタワー及びヨー機構に加えられる荷重が、相応に低減又は防止される。したがっ
て、タワーの剛性、強度及び曲げモーメント耐性の要件を大幅に低減することができる。
【００２２】
　現況の風力タービンのエネルギー発生ユニットは、数トンの大きさの重量（例えば、ロ
ーターを伴うナセルに関して３０トン～１５０トン程度）を有し、タワーから２０メート
ル～７０メートル程度の距離を置いて配置される場合がある。
【００２３】
　本発明に係る風力タービンコンポーネントを据付け又は撤去する方法によれば、タワー
及びヨー機構におけるかなりの曲げモーメント及び負荷が回避される。
【００２４】
　これにより、タワーの寸法を低減することができ、したがって、主として材料費だけで
なく、タワーの製造費及び移送費も低減される。同様に、ヨー機構を、それなりの負荷に
耐えるようにして、低減した費用で製造することができる。
【００２５】
　本発明に係る方法は、陸上風力タービンにも洋上風力タービンにも適用することができ
る。
【００２６】
　荷重支持構造体の固定は、風力タービンコンポーネントを配置又は移動する前又は少な
くともそれと同時に行うことができる。固定は、荷重支持構造体の上下の傾動を防止又は
少なくとも或る程度低減若しくは制限することを含む。ここで、上下の傾動とは、荷重支
持構造体の端部の移動による、少なくとも鉛直面における荷重支持構造体の移動と理解さ
れる。こうした移動は、防止又は制限されない場合、風力タービンコンポーネントを配置
又は移動することで荷重支持構造体の一方の端部で、したがってタワーの一方の側で風力
タービンコンポーネントの重量が増加又は除去された結果生じる不均衡によって引き起こ
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される。
【００２７】
　荷重支持構造体の固定は、コンポーネントを配置又は移動する間、完全に又は部分的に
維持することができる。さらに、固定は、コンポーネントの配置又は移動が実施された後
、例えば、均衡を或る程度又は完全に再確立することができるまで、維持又は保持するこ
とができる。固定は、例えば、風力タービンコンポーネントが交換されるまで、又は、風
力タービンタワーの反対側において同等の重量の別の風力タービンコンポーネントが配置
又は移動されるまで、維持又は保持することができる。
【００２８】
　荷重支持構造体の固定方法は、風力タービンコンポーネントの配置又は移動中に一定的
に維持してもよいし、変更してもよい。例えば、カウンターウェイトの重量又はテザーケ
ーブルの張りを、変更又は調整することができ、例えば、急激な変動を回避するために徐
々に増大又は減少させる、及び／又は、風力タービンコンポーネントが複数のステップに
おいて配置又は移動されるのに対応して、複数のステップにおいて増大又は減少させるこ
とができる。
【００２９】
　上下に傾動しないように固定することは、以下でより詳細に論じるように様々な方法で
行うことができる。
【００３０】
　一実施の形態において、本方法は、マルチローター風力タービンを組み立てることを含
むとともに、荷重支持構造体を固定する前に、タワー及び荷重支持構造体を組み立てるこ
とを含む。マルチローター風力タービンは、タワーの他方の側よりも多くのエネルギー発
生ユニット又はエネルギー発生ユニットのパーツがタワーの一方の側にしばらくの間配置
され得る状態で組み立てられる又は分解される場合に、特に不均衡が生じやすい。こうし
た不均衡及びこれによって発生する所望しない負荷は、本発明に係る提案される方法によ
って、回避されるか又は少なくとも低減される。タワーを組み立てるステップは、基礎構
造体に第１のタワーセグメントを据え付けるとともに、その後、第１のタワーセグメント
に１つ以上の更なるタワーセグメントを据え付けることと、続いて、タワーに荷重支持構
造体を配置するステップとを含むことができる。荷重支持構造体を越えて延在するように
、第１のタワーセグメントの上部に更なるタワーセグメントを据え付けることができ、こ
の更なるタワーセグメントは、荷重支持構造体の配置前又は配置後に構成することができ
る。
【００３１】
　本発明の一実施の形態によれば、荷重支持構造体を固定することは、荷重支持構造体の
端部を１つ以上のケーブルによって繋ぎ止めることを含み、荷重支持構造体は、風力ター
ビンコンポーネントを配置する場合は、第２の端部又は第２の端部の近位において繋ぎ止
められ、風力タービンコンポーネントを移動する場合は、第１の端部又は第１の端部の近
位において繋ぎ止められる。これにより、荷重支持構造体は、風力タービンコンポーネン
トが配置されるのとは反対側の端部において、又は、風力タービンコンポーネントが移動
される場合は、風力タービンコンポーネントが配置されているのと同じ端部において、所
定位置に繋ぎ止められて保持され、したがって、追加又は除去された風力タービンコンポ
ーネントによる重量及び荷重のモーメントが相殺される。これにより、不均衡は、単純で
はあるが効果的かつ安価な手段によって低減又は完全に回避することができる。さらに、
繋ぎ止めることは、例えば、植生、凹凸のある地面等によって限られた空間しか利用でき
ない場合であっても確立することができる。
【００３２】
　繋ぎ止めることは、例えば、荷重支持構造体に取り付けられる第１のケーブル端部と、
アンカー部材又は地面に固定される反対側の第２のケーブル端部との間で伸張するように
ケーブルを取り付けることによって、簡単に実現することができる。ケーブルは、比較的
単純であるとともに素早く取り付けられ、それに応じて、必要でなくなった場合には再び
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簡単に除去することができる。
【００３３】
　更なる実施の形態によれば、荷重支持構造体を固定することは、荷重支持構造体の端部
の近位にカウンターウェイトを取り付けることを含み、カウンターウェイトは、風力ター
ビンコンポーネントを配置する場合は、第２の端部又は第２の端部の近位に取り付けられ
、風力タービンコンポーネントを移動する場合は、第１の端部又は第１の端部の近位に取
り付けられる。これにより、風力タービンコンポーネントの重量は、カウンターウェイト
によって完全に又は部分的に補われる。カウンターウェイトの重量は、風力タービンコン
ポーネントの重量の２５％～１２５％の範囲、例えば４０％～１００％の範囲、例えば５
０％～７５％の範囲にあるように選択することができる。これにより、正確に同じ重量を
把握又は確立する必要なく、風力タービンコンポーネントの配置又は移動によって別の状
況であれば生じ得る不均衡の大幅な低減が達成される。
【００３４】
　さらに、風力タービンコンポーネントよりも小さい重量を有するカウンターウェイトを
使用することで、カウンターウェイトを取り付けること自体によってマルチローター風力
タービンの所望しない不均衡がもたらされることはなくなる。
【００３５】
　カウンターウェイトは、例えばケーブル又はロープによって、荷重支持構造体に取り付
けることができる。カウンターウェイトは、荷重支持構造体から吊り下げて、地上のすぐ
上の高さ又は地上に近い高さに配置することができる。したがって、カウンターウェイト
は、僅かに持ち上げられるだけでよい。代替的には、カウンターウェイトは、荷重支持構
造体のすぐ下の高さ又は荷重支持構造体に比較的近い高さに配置することができる。これ
により、吊り下げられたカウンターウェイトが揺動する可能性が最小限に抑えられる。
【００３６】
　一実施の形態において、カウンターウェイトは、調整可能な質量を有する。これにより
、マルチローター風力タービンの均衡を改善するとともに、カウンターウェイトの重量を
風力タービンコンポーネントの重量とより良好に一致させるように、質量を変更又は調整
することが可能になる。
【００３７】
　１つの実施の形態において、カウンターウェイトを取り付けることは、荷重支持構造体
の端部の近位に取り付けられるバラストタンクに液体を汲み入れることを含む。これによ
り、カウンターウェイトの重量は、所望のように連続的に又は断続的に増減させて調整す
ることができる。これにより、カウンターウェイトが配置される高さに関わらず、単純な
手段によって、カウンターウェイトの重量を比較的簡単に調整する方法が更に提供される
。水等の液体を、例えば、タンクトラックからバラストタンクに汲み入れる又はバラスト
タンクから汲み出すことができる。
【００３８】
　本発明の更なる実施の形態によれば、荷重支持構造体を固定することは、荷重支持構造
体の端部の近位にバルーンを取り付けることを含み、バルーンは、風力タービンコンポー
ネントを配置する場合は、第１の端部又は第１の端部の近位に取り付けられ、風力タービ
ンコンポーネントを移動する場合は、第２の端部又は第２の端部の近位に取り付けられる
。したがって、バルーンは、風力タービンコンポーネントが配置される場合、荷重支持構
造体のそのコンポーネントと同じ端部に取り付けられることによって、風力タービンコン
ポーネントの重量を少なくとも部分的に又は完全に相殺する。バルーンは、風力タービン
コンポーネントの真上に又はタワーに対して異なる距離を置いて取り付けることができる
。バルーンは、ヘリウム又はプロパン等のガスを含むことができる。バルーンの使用によ
り、上述したカウンターウェイトの使用と同じ利点と、例えば、浮力の調整可能性という
利点とがもたらされる。
【００３９】
　本発明の更なる実施の形態によれば、荷重支持構造体を固定することは、荷重支持構造



(9) JP 2018-538484 A 2018.12.27

10

20

30

40

50

体の端部と地面との間、又は、荷重支持構造体の端部とタワーの下部との間に、圧縮バー
を取り付けることを含み、圧縮バーは、風力タービンコンポーネントを配置する場合は、
第１の端部又は第１の端部の近位に取り付けられ、風力タービンコンポーネントを移動す
る場合は、第２の端部又は第２の端部の近位に取り付けられる。これにより、圧縮バーは
、風力タービンコンポーネントによる重量の少なくとも一部を有効に支持するように機能
する。圧縮バーは、例えば、管、ロッド、Ｉ型ビームのようなビーム等の形態とすること
ができる。圧縮バーを荷重支持構造体の第１の端部と地面との間に取り付けることにより
、風力タービンコンポーネントの重量又は風力タービンコンポーネントに対応する重量が
、地面に直接伝達される。
【００４０】
　圧縮バーは、ボルト又は類似の締結手段によって取り付けることができ、したがって、
もはや必要でなくなった場合には容易に除去することができる。圧縮バーは、タワーの周
囲に配置されるか又はタワーに締結されるリングを介して、タワーに取り付けられるとと
もにタワーに対して支持することができる。
【００４１】
　本発明の一実施の形態によれば、荷重支持構造体を固定することは、風力タービンコン
ポーネントを配置又は移動する間、荷重支持構造体をタワーに締結することを含む。これ
は、風力タービンコンポーネントの配置又は移動により生じる不均衡によってヨー機構に
発生する荷重を低減することに有利である。荷重支持構造体は、例えば、ブラケット又は
他の締結手段により、風力タービンコンポーネントの配置又は移動によって発生する荷重
が、この締結手段を介して、ヨー機構に荷重が加わらないか又は低減した荷重しか加わら
ない状態で制御されてタワーに伝達されるように、タワーに一時的に締結することができ
る。
【００４２】
　更なる実施の形態によれば、荷重支持構造体を固定することは、風力タービンコンポー
ネントを配置又は移動する間、荷重支持構造体とタワーとの間にスペーサー部材を配置す
ることを含む。これにより、風力タービンコンポーネントの配置又は移動によって発生す
る荷重の少なくとも一部が、スペーサー部材を介してタワーに伝達される。スペーサー部
材は、例えば、ゴム又は圧縮力を吸収する別の弾性材料でできた部材を含むことができる
。この場合、スペーサー部材は、少なくとも、風力タービンコンポーネントが配置又は移
動される際に、荷重支持構造体がタワーに接近する又はタワーと接触する位置に配置され
ることが好ましい。スペーサー部材は、例えば、楔形又はリング若しくはリングの一部の
形状とすることができる。スペーサー部材は、タワーの外面に当接する形状とすることが
できる。スペーサー部材は、所定位置に固定せずに保持してもよいし、いくつかの一時的
な締結手段によって所定位置に保持してもよい。
【００４３】
　本発明の更なる実施の形態において、風力タービンコンポーネントを配置することは、
風力タービンコンポーネントを所定位置まで吊り上げるとともに、風力タービンコンポー
ネントを荷重支持構造体に取り付けることを含む。吊り上げることは、クレーンによって
及び／又は荷重支持構造体に取り付けられるケーブルによって行うことができる。吊上げ
は、任意の従来の方法で実施することができ、一例として、風力タービンに一時的に又は
恒久的に配置される又は据え付けられるホイスト機構を含むことができる。
【００４４】
　風力タービンコンポーネントを荷重支持構造体に取り付けるステップは、例えば、エネ
ルギー発生ユニットのナセルを荷重支持構造体に取り付けること、ローターを荷重支持構
造体に既に据え付けられているナセルに取り付けること、ローターブレードをハブに据え
付けるとともに取り付けること、及び／又は、（例えば、発電機又はギア機構等のような
）何らかのコンポーネントをナセル内又はハブ上等に据え付けることを含むことができる
。
【００４５】
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　本発明の更なる実施の形態において、荷重支持構造体の固定は、荷重支持構造体の第１
の端部と反対側の第２の端部又は第２の端部の近位において第２の風力タービンコンポー
ネントを配置又は移動する間、少なくとも部分的に維持される。このようにして、マルチ
ローター風力タービンの均衡が少なくとも或る程度再確立され、荷重支持構造体の固定は
もはや必要でなくなる。これにより、少なくとも、反対側における第２の風力タービンコ
ンポーネントの配置又は移動によってマルチローター風力タービンの均衡が改善されるま
で、第１の風力タービンコンポーネントの配置又は移動によって別の状況であれば発生す
る極端な荷重が、荷重支持構造体の固定によって低減又は回避される。第２の風力タービ
ンコンポーネントは、第１の風力タービンコンポーネントと同等の重量を有することが好
ましい。
【００４６】
　マルチローター風力タービンは、タワー上で第１の荷重支持構造体と異なる高さに配置
される第２の荷重支持構造体を備えることができる。
【００４７】
　一般に、タワーは、長手軸を規定することができ、１つ以上の荷重支持構造体は、タワ
ー構造体によって規定される長手軸に実質的に垂直な方向に沿って、タワー構造体から延
在することができる。すなわち、荷重支持構造体は、実質的に水平な方向に沿って、タワ
ー構造体から離れていくようにして延在する。
【００４８】
　代替的には、荷重支持構造体は、傾斜又は湾曲していてもよく、すなわち、水平ではな
い方向に沿って、タワーから離れるように延在してもよい。例えば、荷重支持構造体は、
斜め上方向又は斜め下方向に、タワーから離れるように延在することができる。
【００４９】
　本発明の一実施の形態によれば、第２の荷重支持構造体は、タワー上で第１の荷重支持
構造体よりも下側の位置に配置され、本方法は、最上の第１の荷重支持構造体の端部又は
端部の近位において風力タービンコンポーネントを配置する前に、荷重支持構造体のうち
の一方を、他方の荷重支持構造体と異なる回転位置までヨー運動させることを含む。これ
により、最上の荷重支持構造体を固定するとともに最上の荷重支持構造体の端部又は端部
の近位において風力タービンコンポーネントを配置又は移動する際に、最下の荷重支持構
造体が、妨害とならないように少なくとも部分的に移動されることを確保できる。
【００５０】
　以下、本発明を、添付図面を参照して更に詳細に記載する。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施形態に係る２つの荷重支持構造体を備えるマルチローター風力タ
ービンの正面図である。
【図２】図１のマルチローター風力タービンの側面図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付けを含むマル
チローター風力タービンを組み立てる方法を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付けを含むマル
チローター風力タービンを組み立てる方法を示す図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付けを含むマル
チローター風力タービンを組み立てる方法を示す図である。
【図３Ｄ】本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付けを含むマル
チローター風力タービンを組み立てる方法を示す図である。
【図３Ｅ】本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付けを含むマル
チローター風力タービンを組み立てる方法を示す図である。
【図３Ｆ】本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付けを含むマル
チローター風力タービンを組み立てる方法を示す図である。
【図３Ｇ】本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付けを含むマル
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チローター風力タービンを組み立てる方法を示す図である。
【図３Ｈ】本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付けを含むマル
チローター風力タービンを組み立てる方法を示す図である。
【図３Ｉ】本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付けを含むマル
チローター風力タービンを組み立てる方法を示す図である。
【図３Ｊ】本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付けを含むマル
チローター風力タービンを組み立てる方法を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る、上下に傾動しないように荷重支持構造体を固定する一
方法を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係る、上下に傾動しないように荷重支持構造体を固定する一
方法を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係る、上下に傾動しないように荷重支持構造体を固定する一
方法を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係る、上下に傾動しないように荷重支持構造体を固定する一
方法を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係る、上下に傾動しないように荷重支持構造体を固定する一
方法を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に係る、上下に傾動しないように荷重支持構造体を固定する一
方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る２つの荷重支持構造体１０３を支持するタワー構造
体１０２を備えるマルチローター風力タービン１０１の正面図である。荷重支持構造体１
０３は、タワー構造体１０２の長手方向に沿って、上下に並べて配置される。
【００５３】
　各荷重支持構造体１０３は、図１の観察角度から見ると、タワー構造体１０２の両側で
第１の端部と第２の端部との間に伸張している。各荷重支持構造体１０３は、少なくとも
２つのエネルギー発生ユニット１０５を支持し、各エネルギー発生ユニット１０５は、ナ
セル１０６と、３つの風力タービンブレード１０８を支持するローター１０７とを備える
。
【００５４】
　荷重支持構造体１０３は、ヨー機構１１１を介してタワー構造体１０２に取り付けられ
ており、ローター１０７を風上に向けるために、荷重支持構造体１０３全体が、タワー構
造体１０２に対してヨー運動を行うことが可能である。
【００５５】
　マルチローター風力タービン１０１の稼働時、エネルギー発生ユニット１０５は、マル
チローター風力タービン１０１の均衡が取れるように、タワー１０２の周りで対称に配置
される。
【００５６】
　本発明に係る方法は、エネルギー発生ユニットの風力タービンコンポーネントの据付け
又は撤去によって別の状況であれば生じ得るマルチローター風力タービンの不均衡を低減
又は回避するように、エネルギー発生ユニットの風力タービンコンポーネントを据付け又
は撤去することに関する。風力タービンコンポーネントは、エネルギー発生ユニット、又
は、ナセル、ローター、風力タービンブレード、ハブ、発電機、駆動系若しくはギア機構
等のエネルギー発生ユニットの任意の単数若しくは複数のパーツとすることができる。
【００５７】
　図２は、図１のマルチローター風力タービン１０１の側面図である。図２において、こ
の実施形態の荷重支持構造体１０３は、タワー構造体１０２の背後の位置からタワー構造
体の前方の位置まで延在し、したがって、エネルギー発生ユニット１０５のローター１０
７を、タワー構造体１０２の前方で風上に向けて位置決めすることを見て取ることができ
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る。
【００５８】
　図３Ａ～図３Ｊは、本発明の一実施形態に係る、風力タービンコンポーネントの据付け
を含むマルチローター風力タービンを組み立てる方法を示している。ここで、タワー１０
２は、少なくとも２つのタワーセグメント３０１を備える。第１のタワーセグメント３０
１を基礎に配置し（図３Ａ）、第１の荷重支持構造体１０３をタワーに取り付ける（図３
Ｂ）。次に、更なるタワーセグメント３０１を第１のタワーセグメントの上部に据え付け
る（図３Ｃ）。この実施形態において、この据付けは、荷重支持構造体１０３が、タワー
１０２のいかなる部分もヨー運動させずにタワー１０２の周りでヨー運動することができ
るように実施される。換言すると、ヨー機構１１１は、ここでは、タワー１０２を包囲す
るように構成される。図３Ｄは、第１の荷重支持高さよりも高い高さにおける第２の荷重
支持構造体３０２の取付けを示している。次に、矢印３１０で示されるように、ここでは
ナセル１０６である風力タービンコンポーネント３００を、荷重支持構造体１０３の第１
の端部３０３又は第１の端部３０３の近位に配置し（図３Ｅ）、続いて、更なるナセル１
０６を、荷重支持構造体１０３の反対側の第２の端部３０４又は第２の端部３０４の近位
に配置する（図３Ｆ）。ナセル１０６は、クレーン又はケーブルウィンチ等によって所定
位置まで吊り上げることができる。いずれの風力タービンコンポーネントも最上の第２の
荷重支持構造体３０２に据え付ける前に、これらの２つの荷重支持構造体を、互いに対し
てヨー運動させて（矢印３１１で示される）、異なる回転位置（図３Ｇ）に配置する。こ
のようにして、最下の荷重支持構造体１０３は、最上の荷重支持構造体３０２上で実施さ
れる据付け作業の妨害とならないように移動される。図３Ｇ～図３Ｊは、ナセル１０６を
荷重支持構造体の第１の端部３０３に配置する前に、カウンターウェイト３３３を荷重支
持構造体１０３の第２の端部３０４に取り付けることができる方法を示している。カウン
ターウェイト３３３は、荷重支持構造体１０３を上下に傾動しないように固定するように
機能し、したがって、マルチローター風力タービン１０１の不均衡を低減するとともに、
この不均衡によって主としてタワー１０２及びヨー機構１１１に加えられる負荷を大幅に
低減する。カウンターウェイト３３３は、例えば、配置される風力タービンコンポーネン
トの約５０％の重量を有することができ、したがって、据付け作業中の不均衡をおよそ半
減することができる。ここでは、まず、カウンターウェイト３３３を第２の端部３０４に
取り付け、次に、ナセルを所定位置まで吊り上げて、第１の端部３０３に取り付ける（図
３Ｈ及び図３Ｉ）。次に、カウンターウェイト３３３を、好ましくは更なるナセル１０６
を第２の端部３０４に据え付けるのと少なくとも部分的に同時に取り外す（図３Ｊ）。各
ナセルのローター及び依然として欠如している他の任意の風力タービンコンポーネントを
、ナセル１０６に関して図示及び記載したものと同じ方法で据え付けることができる。
【００５９】
　図３には示されていないが、最初の２つのナセルを最下の第１の荷重支持構造体に据付
け及び配置する際に、カウンターウェイトを使用することもできる。
【００６０】
　まず最下のナセルを据え付けることによって、後で最上のナセルを据え付ける際に、構
造体全体のより良好な安定性が得られる。しかしながら、代替的には、下側の位置に置か
れる風力タービンコンポーネントを配置する前に、最も高い位置に置かれる風力タービン
コンポーネント（ナセルを含む）を配置してもよい。
【００６１】
　図４～図９は、風力タービンコンポーネントの配置又は移動中に、荷重支持構造体を上
下に傾動しないように固定する、他の代替的な方法又は追加の方法を示している。
【００６２】
　図４及び図５において、荷重支持構造体１０３は、一方の端部が圧縮バー４００によっ
て支持されている。圧縮バー４００は、図４に示すように荷重支持構造体１０３と地面４
０１との間に配置することができ、したがって、風力タービンコンポーネントによる重量
は、ヨー機構１１１における軸受及びタワー１０２の上部を通してではなく、圧縮バー４
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じる場合、圧縮バー４００は、吊上げが行われるのと同じ端部において、重量の少なくと
も一部を支持するように配置される。例えば、ナセルが撤去されなければ均衡が取れてい
るタービンから、１つのナセルが撤去される場合、圧縮バー４００は、移動されるナセル
と反対側の端部に配置され、したがって、残りのナセルの重量を少なくとも部分的に支持
する。圧縮バー４００は、代替的には、図５に示されるように荷重支持構造体１０３とタ
ワー１０２との間に配置することができる。圧縮バー４００は、タワー１０２の周囲に配
置されるリング構造体（図示せず）において締結することができる。これにより、荷重支
持構造体１０３のいくらかのヨー運動を、圧縮バー４００を所定位置に維持したまま行う
ことができる。
【００６３】
　図６には、ナセル１０６等の風力タービンコンポーネントを配置することで上下に傾動
しないように、荷重支持構造体１０３に少なくとも部分的に固定されるバルーン６００の
使用が示されている。バルーン６００は、ロープによって荷重支持構造体１０３の端部に
取り付けることができ、バルーン６００の浮力は、据付け作業又は撤去作業中、所望の調
節を行い適合することができる。
【００６４】
　図７には、荷重支持構造体１０３又は荷重支持構造体１０３の近位に取り付けられるバ
ラストタンク７００に液体を汲み入れる（７０１）ことによって確立されるカウンターウ
ェイト３３３の使用が示されている。カウンターウェイト３３３の質量は、例えばタンク
トラック７０２から、液体をバラストタンク７００に汲み入れる又は汲み出すことによっ
て連続的に又は段階的に調整することができる。カウンターウェイト３３３は、代替的に
は、地面のより近位に又は地面のすぐ上に吊り下げてもよく、それにより、カウンターウ
ェイト３３３は、より容易かつより素早く、より少ないエネルギーを使用して確立するこ
とができる。また、カウンターウェイト３３３が荷重支持構造体１０３の近位に配置され
ると、全体的により安定した構造体が得られる。
【００６５】
　図８及び図９は、荷重支持構造体１０３とタワー１０２との間への１つ以上のスペーサ
ー部材８００の配置を示している。この配置により、スペーサー部材８００は、マルチロ
ーター風力タービンの一方の側で風力タービン構造体を据付け又は撤去する際の不均衡に
よる荷重の少なくとも一部を吸収する。これにより、スペーサー部材８００は、特にヨー
機構１１１における荷重及び摩耗を低減するように機能する。スペーサー部材８００は、
図８に示すように楔形であるとともに、荷重支持構造体１０３とタワー１０２との間の接
触力を吸収するようにただ１つの位置８０２に配置することができる。図９では、２つの
別個のスペーサー部材８００が、荷重支持構造体１０３とタワー１０２との間に配置され
ている。
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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月31日(2018.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチローター風力タービンにおいてエネルギー発生ユニットの風力タービンコンポー
ネントを据付け又は撤去する方法であって、前記マルチローター風力タービンは、１つ以
上の荷重支持構造体を支持するように構成されるタワーを備え、各荷重支持構造体は、第
１の端部と第２の端部との間で伸張しており、各荷重支持構造体は、前記荷重支持構造体
の前記第１の端部及び前記第２の端部において又は該第１の端部及び該第２の端部に近接
して前記タワーの両側に配置される少なくとも２つのエネルギー発生ユニットを支持する
ように構成され、前記荷重支持構造体は、随意にヨー機構を介して前記タワーに取り付け
られ、それにより、前記荷重支持構造体は、前記タワーの周りにヨー運動することができ
るようになっており、該方法は、
　前記荷重支持構造体を上下に傾動しないように固定することと、
　その後、前記荷重支持構造体の前記第１の端部又は該第１の端部の近位において、前記
風力タービンコンポーネントを配置又は移動することと、を含み、
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記荷重支持構造体の端部を１つ以上のケーブ
ルによって繋ぎ止めることから成り、前記風力タービンコンポーネントを配置する場合は
前記荷重支持構造体を前記第２の端部又は該第２の端部の近位において繋ぎ止め、前記風
力タービンコンポーネントを移動する場合は、前記荷重支持構造体を前記第１の端部又は
該第１の端部の近位において繋ぎ止め、前記ケーブルは、前記荷重支持構造体に取り付け
られる第１のケーブル端部と、アンカー部材又は地面に固定される反対側の第２のケーブ
ル端部との間で伸張しており、又は、
前記荷重支持構造体を固定することは、前記荷重支持構造体の端部の近位にカウンターウ
ェイトを取り付けることから成り、前記風力タービンコンポーネントを配置する場合は前
記カウンターウェイトは前記荷重支持構造体の前記第２の端部又は該第２の端部の近位に
取り付けられ、前記風力タービンコンポーネントを移動する場合は、前記カウンターウェ
イトは前記荷重支持構造体の前記第１の端部又は該第１の端部の近位に取り付けられる、
マルチローター風力タービンにおいてエネルギー発生ユニットの風力タービンコンポーネ
ントを据付け又は撤去する方法。
【請求項２】
　前記方法は、前記マルチローター風力タービンを組み立てることを含むとともに、前記
荷重支持構造体を固定する前に、前記タワー及び前記荷重支持構造体を組み立てることを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記カウンターウェイトは、調整可能な質量を有する、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記カウンターウェイトを取り付けることは、前記荷重支持構造体の前記端部又は該端
部の近位に取り付けられるバラストタンクに液体を汲み入れることを含む、請求項１～３
に記載の方法。
【請求項５】
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記荷重支持構造体の端部の近位にバルーンを
取り付けることを含み、前記バルーンは、前記風力タービンコンポーネントを配置する場
合は、前記第１の端部又は該第１の端部の近位に取り付けられ、前記風力タービンコンポ
ーネントを移動する場合は、前記第２の端部又は該第２の端部の近位に取り付けられる、
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請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記荷重支持構造体の端部と地面との間、又は
、前記荷重支持構造体の前記端部と前記タワーの下部との間に、圧縮バーを取り付けるこ
とを含み、前記圧縮バーは、前記風力タービンコンポーネントを配置する場合は、前記第
１の端部又は該第１の端部の近位に取り付けられ、前記風力タービンコンポーネントを移
動する場合は、前記第２の端部又は該第２の端部の近位に取り付けられる、請求項１～５
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記風力タービンコンポーネントを配置又は移
動する間、前記荷重支持構造体を前記タワーに締結することを含む、請求項１～６のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記荷重支持構造体を固定することは、前記風力タービンコンポーネントを配置又は移
動する間、前記荷重支持構造体と前記タワーとの間にスペーサー部材を配置することを含
む、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記風力タービンコンポーネントは、ナセル、ローター、風力タービンブレード、ハブ
、発電機、駆動系又はギア機構の群のうちの少なくとも１つを含む、請求項１～８のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記風力タービンコンポーネントを配置することは、前記風力タービンコンポーネント
を所定位置まで吊り上げるとともに、前記風力タービンコンポーネントを前記荷重支持構
造体に取り付けることを含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記吊り上げることは、クレーンによって及び／又は前記荷重支持構造体に取り付けら
れるケーブルによって行われる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記固定は、前記荷重支持構造体の前記第１の端部と反対側の前記第２の端部又は該第
２の端部の近位において第２の風力タービンコンポーネントを配置又は移動する間、少な
くとも部分的に維持される、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記マルチローター風力タービンは、少なくとも、前記タワー上で前記第１の荷重支持
構造体よりも下側の位置にある第２の荷重支持構造体を備え、前記第１の荷重支持構造体
の前記端部又は該端部の近位において前記風力タービンコンポーネントを配置する前に、
まず、荷重支持構造体のうちの一方を、他方の前記荷重支持構造体と異なる回転位置まで
ヨー運動させる、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。



(20) JP 2018-538484 A 2018.12.27

10

20

30

40

【国際調査報告】



(21) JP 2018-538484 A 2018.12.27

10

20

30

40



(22) JP 2018-538484 A 2018.12.27

10

20

30

40



(23) JP 2018-538484 A 2018.12.27

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY
,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,
TR,TT,TZ

(74)代理人  100202119
            弁理士　岩附　秀幸
(72)発明者  バウン，トーベン　ラデガード
            デンマーク　８５４１　スケドストラップ，スタッドストラップヴァイ　４０
Ｆターム(参考) 3H178 AA03  AA22  AA53  BB77  CC23  DD41Z DD67X


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

